
事件の番号 件 名 議決の結果 議 決 の 理 由

新型コロナウイルス感染症に係る業務に従

事した職員に対し支給する特殊勤務手当を

廃止するものであり、妥当なものと認め

た。

地方税法の一部改正に伴い、森林環境税の

導入、原動機付自転車に係る規格の改正そ

の他所要の整備を行うものであり、妥当な

ものと認めた。

記

議 案
第 ５ ３ 号

宇部市職員特殊勤務手当支
給条例中一部改正の件

宇部市税賦課徴収条例中一
部改正の件

原 案 可 決

原 案 可 決

総 務 財 政 委 員 会 審 査 報 告 書

  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したから、会議規則第１０９条の規

定により報告します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務財政委員長  城　美　　　暁

議 案
第 ５ ４ 号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令和５年(2023年)６月１６日

  宇部市議会議長  山　下　節　子    様


